
外⾷業分野における
特定技能外国⼈制度について
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１．外⾷業分野における受⼊れの必要性①

○ 外⾷業における有効求⼈倍率は、全産業平均に⽐べると⾼い。

○ 外⾷業を含む「宿泊業、飲⾷サービス業」の⽋員率は、4.4％と⾼⽔準にあり、全産業計
（2.9％）の約1.5倍の⽔準となっている。
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資料︓厚⽣労働省データを元に農林⽔産省にて算出
※平成25年度〜令和４年度は平成23年改定「厚⽣労働省職業分類」に、令和５年度は令和４

年改定「厚⽣労働省職業分類」に基づく数値である。
※1︓「飲⾷店店⻑」は、主に接客の仕事に従事する居酒屋店⻑、飲⾷店⻑、レストラン店⻑を指す。
※2︓「外⾷業計」は、飲⾷店店⻑、ウエイター・ウエイトレス・配ぜん⼈、飲⾷物調理の職業の平均値

である。

【有効求人倍率】 （％） 【欠員率】
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資料︓厚⽣労働省「雇⽤動向調査」（産業、企業規模、職業別⽋員率）
※各年６⽉末⽇時点の数値である。
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１．外⾷業分野における受⼊れの必要性②

○ 外⾷業分野においては、増加するインバウンド等への対応が求められる中で、⼿作り感やホス
ピタリティといった外⾷業ならではの価値を作り出すことが求められること、状況に応じて臨機応変
に作業内容を変える判断が必要となること等から、機械化による省⼒化にも限りがあり、外国⼈
を含め必要な⼈材を確保していくことが急務。

⾷品衛⽣に配慮した飲⾷物の取扱い、調理及び給仕に⾄る⼀連の業務を担い、管理すること
ができる知識・技能を有する⼈材

・衛⽣管理に関する知識・技能
→ ⾷中毒の予防などHACCPを含む⾷品衛⽣管理について正しい知識を⾝につけ、

適切に対応できる。

・飲⾷物調理に関する知識・技能
→ 調理作業における各種⼯程、調理器具、料理、労働安全等に関する知識を⾝に

つけ調理業務を担える。

・接客全般に関する知識・技能
→ 接客に必要となる基本的な⽇本語、おもてなしの考え⽅を理解し実践する上で

必要となる知識等を⾝につけ、適切に対応できる。
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資料︓厚⽣労働省「外国⼈雇⽤状況」の届出状況まとめ（令和５年10⽉末時点）を基に農林⽔産省で作成

○外⾷業※の外国⼈労働者数
約20.2万⼈

○在留資格別の構成⽐
永住者等を除くと、ほとんどが「専⾨的・技術的分野」⼜は「留学⽣」のアルバイト。

※飲⾷店、持ち帰り・配達飲⾷サービス業の計

資格外活動︓108,374⼈(55%)

例︓留学⽣、家族滞在等

専⾨的・技術的分野︓36,633⼈(18%)

例︓特定技能、外国料理の調理師

⾝分に基づく在留資格︓44,718⼈(22%)

例︓永住者等

技能実習︓3,475⼈(2%)
※外⾷企業の⾷品製造部⾨(セントラルキッチン等)に
おいて、⾷品製造関係の技能実習⽣の受⼊れがある

特定活動︓8,308⼈(4%)
例︓⽇本の⾷⽂化海外普及⼈材育成事業、

特定伝統料理海外普及事業(京都市特区)等

２．外国⼈材の受⼊れ状況（外⾷業）

３



３．特定技能制度の概要

４



３．在留資格の概要②
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４．特定技能制度運⽤状況①
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４．特定技能制度運⽤状況②
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５．対象業種・業務等について①

【特定技能外国⼈を受け⼊れられる事業者・事業所】

○ 外⾷業分野の特定技能外国⼈を受け⼊れる事業者は、当該外国⼈を飲⾷店、持ち帰り
飲⾷サービス業、配達飲⾷サービス業、給⾷事業等の飲⾷サービス業を⾏っている事業所に
就労させること。

（１）客（※）の注⽂に応じ調理した飲⾷料品，その他の飲⾷料品をその場で飲⾷させる
飲⾷サービス業（例︓⾷堂，レストラン，料理店等の飲⾷店，喫茶店等）

（２）飲⾷することを⽬的とした設備を事業所内に有さず，客の注⽂に応じ調理した飲⾷料
品を提供する持ち帰り飲⾷サービス業（例︓持ち帰り専⾨店等）

（３）客の注⽂に応じ，事業所内で調理した飲⾷料品を客の求める場所に届ける配達飲⾷
サービス業（例︓仕出し料理・弁当屋，宅配専⾨店，配⾷サービス事業所等）

（４）客の求める場所において調理した飲⾷料品の提供を⾏う飲⾷サービス業（例︓ケータリ
ングサービス店，給⾷事業所等）

（※ 「客」とは、飲⾷料品を消費する者（注⽂や受取りについて、代理の者を介する場合も含む。））
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（参考）特定技能の在留資格に係る制度の運⽤に関する⽅針に係る運⽤要領（外⾷業分野の基準について）及び別表



【特定技能外国⼈を受け⼊れられない事業所、特定技能外国⼈が従事できない業務】

○ 外⾷業分野の特定技能外国⼈を受け⼊れる事業者に対して特に課す条件（接待飲⾷等
営業関係）

① 特定技能外国⼈に対して、⾵俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律（以
下「⾵俗営業法」という。）第２条第１項に規定する「⾵俗営業」及び同条第５項に規
定する「性⾵俗関連特殊営業」を営む営業所において就労を⾏わせないこと。ただし、旅館
・ホテル営業（旅館業法第２条第２項に規定する旅館・ホテル営業をいう。）の形態で旅
館業を営み、かつ同法第３条第１項の旅館・ホテル営業の許可を受けている場合はこの限
りではない。

② 特定技能外国⼈に対して、⾵俗営業法第２条第３項に規定する「接待」を⾏わせないこ
と。なお、その確実な履⾏を図るため、必要な措置を講じること。
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（参考）上乗せ告⽰基準︓出⼊国管理及び難⺠認定法第七条第⼀項第⼆号の基準を定める省令及び特定技能雇⽤契約及び⼀号特定技能外国⼈⽀援計画の基準
等を定める省令の規定に基づき外⾷業分野に特有の事情に鑑みて定める基準

５．対象業種・業務等について②



５．対象業種・業務等について③ー１

【特定技能外国⼈が従事する業務】
１．１号特定技能外国⼈

１号特定技能外国⼈は、 試験等で⽴証された能⼒を⽤いて、外⾷業全般（飲⾷物
調理、接客、店舗管理）に主として従事すること。ただし、在留期間全体の⼀部の期間に
おいて「調理担当」など、特定の業務にのみ従事することも可能。

（１）飲⾷物調理︓客に提供する飲⾷料品の調理、調整、製造を⾏うもの
（２）接客︓客に飲⾷料品を提供するために必要な飲⾷物調理以外の業務を⾏うもの
（３）店舗管理︓店舗の運営に必要となる上記（１）、（２）業務以外のもの

２．２号特定技能外国⼈
２号特定技能外国⼈は、試験等で⽴証された能⼒を⽤いて外⾷業全般（飲⾷物調

理、接客、店舗管理）及び店舗経営の業務について、トータルで管理できる⼈材として、
従事すること。なお、例えば、店舗経営・管理業務を主として従事し、接客、飲⾷物調理を
⾏うことも可能。

店舗経営︓店舗をトータルで管理するために必要な上記１（１）〜（３）の業務
以外のもの（店舗の経営分析、経営管理、契約に関する事務等

（参考）特定技能の在留資格に係る制度の運⽤に関する⽅針に係る運⽤要領（外⾷業分野の基準について）及び別表
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５．対象業種・業務等について③ー２

【特定技能外国⼈が従事する業務】

＜共通＞
○ あわせて、当該業務に従事する⽇本⼈が通常従事することとなる関連業務（店舗において

原材料として使⽤する農林⽔産物の⽣産、店舗における調理品等以外の物品の販売等）に
付随的に従事することは差し⽀えない。

なお、関連業務も含めて、接待に従事してはなりません。

○ 特定技能外国⼈の雇⽤は直接雇⽤とし、フルタイム＊で業務に従事するものであること。
（＊本制度におけるフルタイムとは、労働⽇数が週５⽇以上かつ年間217⽇以上であって、かつ、週労働

時間が30時間以上であることをいう。）

11

※ 外⾷業分野における向こう５年間（令和６年度〜10年度）の受⼊れ⾒込み数は、最⼤5万3,000⼈
であり、これを向こう５年間の受⼊れの上限として運⽤します。

（参考）特定技能の在留資格に係る制度の運⽤に関する⽅針に係る運⽤要領（外⾷業分野の基準について）及び別表



６．外⾷業の特定技能外国⼈の基準について①

１．１号特定技能外国⼈
外⾷業分野において特定技能１号の在留資格で受け⼊れる外国⼈は、以下に定める

（１）及び（２）の試験に合格した者、または、「医療・福祉施設給⾷製造」の第２号技
能実習（※）を修了した者とする。

（１）技能⽔準及び業務上必要な⽇本語能⼒
「外⾷業特定技能１号技能測定試験」【国内、国外】

（２）⽇本語能⼒（基本的な⽇本語能⼒）
「⽇本語能⼒試験（JLPT）（Ｎ４以上）」 【国内、国外】

または
「国際交流基⾦⽇本語基礎テスト（JFT-Basic）」 【国内、国外】
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（※）「医療・福祉施設給⾷製造」の技能実習は、平成30年11⽉16⽇に職種追加されました。



６．外⾷業の特定技能外国⼈の基準について②

２．２号特定技能外国⼈
外⾷業分野において特定技能２号の在留資格で受け⼊れる外国⼈は、以下に定める

（１）の実務経験を有し、かつ（２）及び（３）の試験に合格した者とする。

【技能⽔準及び業務上必要な⽇本語能⼒】

（１）⾷品衛⽣法の営業許可を受けた飲⾷店において、複数のアルバイト従業員や特定
技能外国⼈等を指導・監督しながら接客を含む作業に従事し、店舗管理を補助する
者（副店⻑、サブマネージャー等）としての２年間の実務経験

（２） 「外⾷業特定技能２号技能測定試験」

（３） 「⽇本語能⼒試験（JLPT）（Ｎ３以上）」
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７．外⾷業技能測定試験について①
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【外⾷業技能測定試験の概要】
 試験実施団体︓

⼀般社団法⼈ 外国⼈⾷品産業技能評価機構（OTAFF） https://otaff1.jp/

【技能試験の内容】
（１）１号技能測定試験

⾷品衛⽣に配慮した飲⾷物の取扱い、調理及び給仕に⾄る⼀連の業務を担い、管理するこ
とができる知識・技能を確認する。
また、業務上必要な⽇本語能⼒⽔準についても本試験により確認する。

①試験科⽬
「衛⽣管理」、「飲⾷物調理」、「接客全般」に係る知識、判断能⼒、計画⽴案能⼒

（簡単な計算能⼒を含む）。

②試験⾔語
⽇本語（国内試験・国外試験とも。試験問題・解答選択肢の漢字にはルビあり）

③試験⽅法
国内試験︓ペーパーテスト（マークシート）⽅式 
国外試験︓コンピュータ・ベースド・テスティング（CBT）⽅式
※国内試験についても、R8年度からCBT⽅式に移⾏予定



実技試験学科試験
主な内容項⽬

配点問題数配点問題数

満点︓40点
（＠８点）

判断試験 ３問
計画⽴案 ２問

満点︓40点
（＠４点）10問

・⼀般的衛⽣管理に関する知識
・HACCPに関する知識
・⾷中毒に関する知識 など

衛⽣管理

満点︓30点
（＠６点）

判断試験 ３問
計画⽴案 ２問

満点︓30点
（＠３点）10問

・調理に関する知識
・⾷材に関する知識
・調理機器に関する知識 など

飲⾷物調理

満点︓30点
（＠６点）

判断試験 ３問
計画⽴案 ２問

満点︓30点
（＠３点）10問

・接客サービスに関する知識
・⾷の多様化に関する知識
・クレーム対応に関する知識 など

接客全般

合計100点合計15問合計100点合計30問
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④試験科⽬・問題数・配点

７．外⾷業技能測定試験について②



７．外⾷業技能測定試験について③
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【技能試験の内容】
（２）２号技能測定試験

⾷品衛⽣に配慮した飲⾷物の取扱い、調理及び給仕に⾄る⼀連の業務を担い、管理するこ
とができる知識・技能に加え、店舗経営の業務が適切に遂⾏できる能⼒を確認する。

①試験科⽬
「衛⽣管理」、「飲⾷物調理」、「接客全般」、「店舗運営」に係る知識、判断能⼒、計画

⽴案能⼒（店舗運営に必要な計算能⼒を含む）。

②試験⾔語
⽇本語

③試験⽅法
ペーパーテスト（マークシート）⽅式
※R8年度からCBT⽅式に移⾏予定



実技試験学科試験
主な内容項⽬

配点問題数配点問題数

満点︓40点
（＠８点）

３問
２問

判断試験
計画⽴案

満点︓40点
（＠４点）10問

・⼀般的衛⽣管理に関する知識
・HACCPに関する知識
・⾷中毒に関する知識
・⾷品衛⽣法に関する知識 など

衛⽣管理

満点︓20点
（＠４点）

３問
２問

判断試験
計画⽴案

満点︓10点
（＠２点）５問

・調理に関する知識
・⾷材に関する知識
・調理機器に関する知識
・⾷品の流通に関する知識 など

飲⾷物調理

満点︓30点
（＠６点）

３問
２問

判断試験
計画⽴案

満点︓30点
（＠３点）10問

・接客サービスに関する知識
・⾷の多様化に関する知識
・クレーム対応に関する知識
・公衆衛⽣に関する知識 など

接客全般

満点︓40点
（＠８点）

３問
２問

判断試験
計画⽴案

満点︓40点
（@４点）10問

・計数管理に関する知識
・雇⽤管理に関する知識
・届出関係に関する知識 など

店舗運営

合計130点合計20問合計120点合計35問

http://www.jfnet.or.jp/contents/gaikokujinzai/ 17

④試験科⽬・問題数・配点

７．外⾷業技能測定試験について④

※ 外⾷業技能測定試験学習⽤テキスト
⼀般社団法⼈ ⽇本フードサービス協会（ＪＦ）により公開されています



（１）１号技能測定試験
  〇 国内試験の結果 2025年６⽉末現在
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合格率合格者数受験者数
61.4％56,552⼈92,156⼈合 計

合格率合格者数受験者数
74.3％62,470⼈84,079⼈合 計

 〇 国外試験の結果 2025年６⽉末現在

（参考）国別合格者数
ベトナム（952⼈）、ミャンマー（37,075⼈）、ネパール（6,619⼈）、インドネシア（5,470⼈）、
フィリピン（3,461⼈）、タイ（3,220⼈） 、カンボジア（3,071⼈）、スリランカ（2,602⼈）など

７．外⾷業技能測定試験について⑤

（２）２号技能測定試験
  〇 国内試験の結果 2025年６⽉末現在

合格率合格者数受験者数

51.8％1,403人2,707人合 計



８．⽇本語能⼒試験について①

○ ⽇本語能⼒試験（ＪＬＰＴ） ※国内・国外で実施されます

実施主体︓【国外】独⽴⾏政法⼈国際交流基⾦
【国内】⽇本国際教育⽀援協会

【⽇本語能⼒⽔準】
特定技能１号︓（N４）ある程度⽇常会話ができ、⽣活に⽀障がない程度の⽇本語能⼒

を確認する。
特定技能２号︓（N３）接客に当たって⽀障がない程度の⽇本語能⼒を確認する。

【評価⽅法】
実施⽅法︓マークシート⽅式
実施回数︓年２回（７⽉・12⽉）（各都道府県で実施）

※国外会場は、都市によっては年１回の場合があります

【参考】2025年の「⽇本語能⼒試験」実施スケジュール
第１回 試験⽇︓2025年７⽉６⽇（⽇）
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第２回 試験⽇︓2025年12⽉７⽇（⽇） ※ 詳細はJLPTのウェブサイトを確認して下さい。

（国外では受付期間が異なる場合があるので、JLPTのウェブサイトに掲載されている現地の実施機関に確
認してください。） https://www.jlpt.jp/



８．⽇本語能⼒試験について②

○ 国際交流基⾦⽇本語基礎テスト（JFT-Basic） 【特定技能１号のみ】
※国内（令和２年３⽉〜）・国外で実施されます。

実施主体︓独⽴⾏政法⼈国際交流基⾦
https://www.jpf.go.jp/jft-basic/

【⽇本語能⼒⽔準】
ある程度⽇常会話ができ、⽣活に⽀障がない程度の⽇本語能⼒を確認する。

実施⽅法︓コンピューター・ベースド・テスティング（CBT）⽅式

国外における外⾷業技能測定試験の実施にあたっては、当地で実施されるJFT-Basicの実施スケジュール
を考慮して⾏います。
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⾷品産業特定技能協議会

農林⽔産省 特定技能所属機関 登録⽀援機関 業界団体 学識経験者 関係省庁

活動内容
〇特定技能外国⼈の受⼊れにかかわる制度の趣旨や優良事例の周知
〇特定技能所属機関等に対する法令遵守の啓発
〇就業構造の変化や経済情勢の変化に関する情報の把握・分析
〇地域別の⼈⼿不⾜の状況把握・分析
〇⼈⼿不⾜状況、受⼊れ状況等を踏まえた⼤都市圏等への集中回避に係る対応策の検討・調整（特定地域への過度な集中が認め

られる場合の構成員に対する必要な要請等を含む）
○受⼊れ機関の外国⼈労働者引き抜き防⽌の申し合わせ
〇受⼊れの円滑かつ適正な実施のために必要なその他の情報・課題等の共有・協議等 等

〇 飲⾷料品製造業分野及び外⾷業分野における制度の適切な運⽤を図るため、⾷品産業特定技能協
議会を設置。（2019.3.29設置済み）

〇 協議会においては、構成員の連携の緊密化を図り、各地域の事業者が必要な特定技能外国⼈を受け
⼊れられるよう、制度や情報の周知、法令遵守の啓発のほか、地域ごとの⼈⼿不⾜の状況を把握し、必
要な対応等を⾏う。

※  特定技能外国⼈の受⼊れる場合、出⼊国在留管理庁への在留諸申請の前に協議会の構成員になることが必須
となります。

法務省、警察庁、
外務省、厚⽣労働省

（受⼊れ機関）

９．⾷品産業特定技能協議会について
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【仕出し弁当業者】
• 所在地︓東京都
• 従業員数︓本社・⼯場合わせて約500⼈（うち、外国⼈は約

170名）
• 事業内容︓会議⽤弁当やパーティー⽤オードブル、出張料理サービ
スなどの提供などの提供

事業者の概要

• 留学⽣アルバイトが、引き続き⽇本で就労することを希望したことを
期に、会社としても経験者に残ってもらえるメリットがあることから特定
技能制度を活⽤することを決定。

• 特定技能外国⼈は社内の雇⽤基準に則り、「嘱託社員」として
雇⽤。契約は１年毎に更新している。待遇は⽇本⼈の「嘱託社
員」と同じ給与体系によっている。

• 住居の確保については、国籍に関係なく寮に⼊居できる（本⼈
負担15,000円／⽉）

• 登録⽀援機関は利⽤しておらず、社内管理部⾨に特定技能外
国⼈の⽀援体制を構築し、⽀援業務を実施している。

事業者の取組

Gさん（男性・26歳・ベトナム出⾝・2015年来⽇）
ベトナムの⼤学を卒業後来⽇し、⽇本語学校（N2取得）を経て、専⾨学

校在学中に現在の受⼊事業者でアルバイト。卒業を機に特定技能１号の 在
留資格を申請し、2019年11⽉就労。

Ｄさん（男性・25歳・ベトナム出⾝・2015年来⽇）
ベトナムの⾼校を卒業後、兵役に就いた後来⽇し、⽇本語学校（N3取

得）、専⾨学校在在学中に現在の受⼊事業者でアルバイト。卒業を機に特
定技能１号の在留資格を申請し、2019年11⽉就労。

特定技能外国⼈の紹介

Q 特定技能制度を活⽤し、⽇本で引き続き働こうと思った理由
A（２⼈とも）これまで、ここで留学⽣アルバイトとして働いており、もっと経

験を積みたいと思いました。
Q 仕事について
A（２⼈とも）アルバイトに⽐べて責任が⼤きいが、楽しいです。
Q 将来の夢
A（Gさん）特定技能２号の制度が出来れば、ずっと⽇本で働きたいです。
（Dさん）ベトナムに帰って、⽇本での経験を活かし、レストランを開きたいで

す。
Q ⽇本の⽣活で困っていること
A（Gさん）⽇本⼈の友⼈も出来、特に困っていることはありません。

本⼈インタビュー

• 会社としても経験豊富な⼈に引き続き就労してもらうことは⼤歓迎。
• ２⼈には、弁当製造ラインのリーダー格としてライン従業員の作業進
⾏管理をしてもらっている。

• アルバイト時代に⽐べ、さらに責任感をもって仕事に取り組んでもらっ
ており、現場も⾮常に⾼く評価している。また、他の留学⽣アルバイト
との間の通訳業務もしてもらっている。

事業者の評価

（左）Gさん （右）Dさん
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ラインで働くGさん ⾊付帽⼦はラインリーダーの証

10．外⾷業の特定技能外国⼈受⼊れ例①



【⽇本料理店】
• 本社所在地︓東京都
• 店舗数︓21店舗（東京（17）、愛知（3）、福岡（1））
• 従業員数︓約1,150⼈（うち、外国⼈は約70名）
• 事業内容︓すきやき、鉄板焼き専⾨店

事業者の概要

• 鉄板焼き店の外国⼈アルバイト従業員が、特定技能制度により
⽇本で就労することを希望したことを期に、会社として⽀援。

• 特定技能外国⼈は社内の雇⽤基準に則り、「嘱託社員」として
雇⽤。契約は１年毎に更新している。待遇は⽇本⼈の「嘱託社
員」と同じ給与体系によっている。

• 調理⼈希望者については、性別や国籍に関係なく、育成している。
• 登録⽀援機関は利⽤しておらず、社内管理部⾨に特定技能外
国⼈の⽀援体制を構築し、⽀援業務を実施している。

事業者の取組

Ｋさん（男性・24歳・韓国出⾝・2018年来⽇）
⽗親の仕事の都合で⾼校時代を⽇本で過ごした後、⽇本の調理専⾨学

校に進学し、調理師免許を取得。⼀旦帰国し兵役に就いた後、再来⽇。
2019年４⽉から現在の受⼊事業者でアルバイトに就いていたが、11⽉から

特定技能１号で就労。韓国語の他、⽇本語（N2取得）、英語にも堪能。

特定技能外国⼈の紹介

Q 特定技能制度を活⽤し、⽇本で引き続き働こうと思った理由
A ⽇本でもっと経験を積みたいと思っていた時に、⾃分で特定技能制度があ
ることを⾒つけ、会社に相談しました。アルバイトに⽐べ、安定した収⼊が得ら
れることも魅⼒です。

Q 仕事に対して
A 念願がかなって⽇本料理店で働けるので楽しいし、やりがいがあります。
Q 将来の夢
A 特定技能２号の制度が出来れば、更に５年くらい⽇本で働きたいです。

その後は、韓国に戻って⾃分のお店を持ちたいです。
Q ⽇本の⽣活で困っていること
A 特にありません。

本⼈インタビュー

• 現在は鉄板焼きの焼き⼿の⾒習いだが、本⼈の努⼒次第では、
来年には焼き⼿として客の前に⽴つこともありうる。会社としてもしっか
り育成していきたい。

• 昔は、⽇本料理店で外国⼈の調理⼈が働いていることに客の抵
抗感もあったが、そのようなこともなくなった。

• 当店はインバウンド客も多いことから、本⼈が韓国語、英語に堪能と
いう⾯でも期待。

事業者の評価

Kさんが働くお店の外観 鉄板の前に⽴つKさん
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10．外⾷業の特定技能外国⼈受⼊れ例②



【中華料理店】
• 本社所在地︓⼤阪府
• 店舗数︓７店舗（⼤阪（6）、奈良（1））
• 従業員数︓約80⼈（うち、外国⼈は約30名）
• 事業内容︓餃⼦・ラーメン・中華料理店

事業者の概要

• 会社として様々な在留資格の外国⼈を採⽤し、いくつかのキャリア
プランを策定している。

• 外国⼈には、⼈⼿が⽐較的集まりやすいが繁忙で仕事に追われ
る都⼼⽴地店ではなく、あえて郊外店でしっかり⽇本語や習慣を⾝に
つけてもらいつつ、店では中⼼スタッフとして働いてもらうことで本⼈の
やる気向上を図る。

• 更に、地⽅店に外国⼈を配置することで、地域の⼈材不⾜解消
も⽬指している。

• 登録⽀援機関は利⽤しておらず、社内管理部⾨に特定技能外
国⼈の⽀援体制を構築し、⽀援業務を実施している。

• 同じ出⾝国のマネージャによりアドバイスを受けられるようにすること
で、外国⼈にとって働きやすい体制となるよう⼼がけている。

事業者の取組

Dさん（男性・26歳・ベトナム出⾝・2017年来⽇）
ベトナムの農業⼤学卒。獣医師免許を所持。
2017年⼤阪の⽇本語学校に留学の後、⽇本語学校（N4取得）を経て、

2019年８⽉から特定技能１号で就労。

特定技能外国⼈の紹介

Q 特定技能制度を活⽤し、⽇本で引き続き働こうと思った理由
A ⽇本語学校の修了の時に、学校から特定技能制度が始まったことを教

えてもらいました。アルバイトに⽐べ、安定した収⼊が得られることが魅⼒です
。

Q 仕事に対して
A お客様から直接「おいしかった」と声をかけられるととてもうれしくて、やりがい

を感じます。
Q 将来の夢
A ベトナムに戻ってレストランを開きたいです。
Q ⽇本の⽣活で困っていること
A 物価が⾼いのが悩みです。

本⼈インタビュー

• 努⼒家であり、⽇本⼈スタッフに付いてOJTを受け、４か⽉後には
厨房で単独で調理に従事できるまでになっている。

• 接客も笑顔でこなし、お客様からも⾼い評価を受けている。
• 彼に続く特定技能外国⼈のよき先駆者として活躍を期待している。

事業者の評価

Dさんが働くお店の外観 厨房に⽴つDさん

10．外⾷業の特定技能外国⼈受⼊れ例③
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【外⾷総合事業者（⽜丼店等）】
• 所在地︓東京都（本部）
• 店舗数︓1,945店舗（2021年1⽉末現在）
• 従業員数︓本社・⼯場合わせて正社員 約14,000⼈
（特定技能の外国⼈は約40名）

• 事業内容︓⽜丼やカレーなどの提供 など

• 特定技能制度の創設に合わせて、グループ内に登録⽀援機関を
設⽴し、採⽤、⼊社、キャリアアップ教育、⽣活⽀援まで総合的に対
応している。

• 店舗スタッフとして接客、調理、衛⽣管理などを⾏っており、業務
内容は⽇本⼈社員と変わらない。

• 特定技能外国⼈に対しては、「業務」と「⼈間形成・⾃⼰成⻑」を
中⼼に計画的に研修を実施している。また、⽇本語能⼒を向上さ
せるため、教育アプリを提供して学習を⽀援。また、現場での相互理
解の醸成のため、外国⼈材を受け⼊れる店舗のマネジャー（⽇本
⼈）への研修も重視している。

事業者の取組

Bさん（⼥性・27歳・ベトナム出⾝・2016年来⽇）
ベトナムの⾼校を卒業後来⽇し、⽇本の専⾨学校（N2取得）を経て、在

学中に現在の受⼊事業者でアルバイト。卒業を機に特定技能１号の在留資
格を申請し、2019年４⽉就労。

Tさん（男性・23歳・ベトナム出⾝・2016年来⽇）
ベトナムの⾼校を卒業後来⽇し、⽇本の専⾨学校（外国語通訳）の卒業

を機に特定技能１号の在留資格を申請し、2019年４⽉就労。

特定技能外国⼈の紹介

Q 特定技能制度を活⽤し、⽇本で引き続き働こうと思った理由は︖
A （Tさん）留学⽣アルバイトとして働いており、リーダーシップやマネジメント⼒

を⾝につけたいと思いました。
（Bさん）留学⽣の時に特定技能制度ができ、受⼊事業者で仕事がし

たいと考えていました。
Q 仕事についてはどうですか︖

A（Tさん）お客様に笑顔で「ごちそうさま」と⾔ってもらえるのが喜びです。
（Bさん）アルバイトに⽐べて責任が⼤きいですが、やりがいがあります。

Q 将来の夢は︖
A（Tさん）ベトナムに帰って、この受⼊事業者の経営に貢献したいです。
（Bさん）出来れば、ずっと⽇本で働きたいです。

• 会社としても店舗でのアルバイト経験者に引き続き就労してもらう
ことは⼤歓迎。

• 特定技能外国⼈には、３〜４年⽬には店⻑を務めてもらいたいと
考えている。また、本⼈の意欲と能⼒によっては、エリアマネジャーや本
部スタッフなどへの登⽤も検討している。

• ２⼈とも将来のビジョンをしっかり持っており、特定技能外国⼈の
先駆者として期待している。

事業者の評価

接客するBさん 外国⼈を対象とした研修の様⼦店内を清掃するＴさん

10．外⾷業の特定技能外国⼈受⼊れ例④

本⼈インタビュー

事業者の概要
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【ホテル業】
• 所在地︓北海道
• 従業員数︓84⼈
（特定技能の外国⼈は５名、技術・⼈⽂知識・国際業務及び技

能実習（宿泊職種）及びインターンシップ合わせて35名）
• 事業内容︓ホテル経営

• 地域の中では⼤型のホテルだが、⽇本⼈を募集しても⼈が集まら
ない状況の中、⼈⼿不⾜を補うことを⽬的として、外国⼈材の受⼊
れを開始。

• 当初は不安もあったが、⼀緒に働いてみると、外国⼈材のみなさん
は真⾯⽬に仕事に取り組み、新しい環境になじもうと、⽇本⼈スタッフ
とも積極的に関わっており、仕事への積極性や学習意欲は、⽇本⼈
以上に⾼いと感じている。

• 特定技能外国⼈のスタッフは⼀定レベルのスキルを持っており、こち
らの期待を上回る働きをしてくれている。

受⼊れのきっかけ

Dさん（男性・インドネシア出⾝）
⺟国インドネシアの⼤学で⽇本⽂学や⽇本語を学び、⽇本でのインターン シ

ップを経て特定技能１号の在留資格を申請し、就労。ホテル内レストランにお
いて、受付、飲み物の提供などホール業務を中⼼に外⾷業全般の業務に従事。

特定技能外国⼈の紹介

⽇本の仕事はインドネシアの２〜３倍のスピードが求められ、国による仕事の
仕⽅の違いを実感しています。これから特定技能１号の制度を活⽤したい⼈
には、⽇本語だけでなく、⽇本の働き⽅や仕事の⽂化についても事前に学んで
おくことをおすすめしたいです。

• ホテルの寮の近くには娯楽施設がなく、買い物をする場所もあまりな
く、不便な点も少なくないため、寮のWi-Fi環境の整備、従業員⾷
堂のハラール対応など、⽣活環境を充実させ定着してもらえるよう努
めている。

• ⽇本語能⼒試験の受験を希望するスタッフには、試験の前には連
休の確保や会場までの交通⼿段のサポートなどを実施。

特定技能外国⼈へのサポート

オープンキッチンでの調理・接客

10．外⾷業の特定技能外国⼈受⼊れ例⑤

本⼈インタビュー

事業者の概要

• お客様から「よく気が利く」「⽇本語も上⼿」といった声をいただいている。お客様か
らの評価は本⼈に伝え、モチベーションアップにつなげている。

• 若い外国⼈材を受け⼊れることで、職場の雰囲気が明るくなり、ベテランのスタッフ
は「⾃分にもあんな時代があったな」と気持ちを新たに働く姿も⾒られるなどの変化
があった。

• ホテルスタッフとの会話を旅の楽しみにしている⽅も多いため、今後さらに⾔葉遣い
や⽇本式のマナー、観光知識をレベルアップを図っていく予定。

事業者の評価

料理のセッティングをするDさん
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【ホテル業等】
• 所在地︓⻑野県
• 従業員数︓66⼈
（特定技能の外国⼈は４名（ミャンマー３名、インドネシア１

名））
• 事業内容︓ホテル業、旅⾏業、飲⾷サービス業等

• ホテル業や飲⾷業を始めとするサービス業は休⽇や就業時間が不
規則であること、⾒た⽬以上に重労働であることなどから、求⼈募集を
しても敬遠されてしまうことが多い。⼈材不⾜が続く中、即戦⼒となるス
タッフを採⽤するため、特定技能制度の活⽤を決定。
• 当初は⽂化の違いや⾔葉の壁があり、コミュニケーションがうまく取れ
ないのではないかという不安があったが、現在、働いている４名はみな
さん環境への順応⼒が⾼く、⽇本語の勉強も⾮常に熱⼼で、こちらの
想像以上の⼒を発揮していただいている。

受⼊れのきっかけ

特定技能外国⼈が担当しているのは、ホテル内及び直営レストランでの接客・
調理を中⼼としたレストランサービス全般の業務。

Zさん（⼥性・ミャンマー出⾝）
以前⽇本に留学した際に、特定技能の技

能測定試験を受験・合格する。家族がホテル
業で働いていることもあり、⺟国ミャンマーの送
出機関とも相談しながら就職準備を進め、特
定技能１号として就労を開始する。

特定技能外国⼈の紹介

⽇本に留学経験があり、お客様と接する仕事をして、もっと⽇本語が上⼿にな
りたいと思い、斎藤ホテルで働くことを決めました。お客様に⽇本語や笑顔をほ
めていただくと本当にうれしく、その⾔葉が仕事のやりがいになっています。

10．外⾷業の特定技能外国⼈受⼊れ例⑥

本⼈インタビュー

事業者の概要
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• 当ホテルは⻑期滞在やリピーターのお客様が多く、スタッフの顔や名
前を憶えてくださる⽅も少なくない。特定技能外国⼈のスタッフにも声
をかけていただくことも多く、そうした⾔葉を聞いて喜んでいる表情を⾒
られたときは、受け⼊れてよかったなと改めて思っている。

• 私たちは、⽬的を持って⽇本で働いてくれている特定技能外国⼈に
、「このホテルで働いて良かった」と思える業務を任せ、仕事にやりがい
を感じてほしいと持っている。そのために⼤事にしているのは、「あなたた
ちは私たちにとって必要で⼤切な存在です」と思いながらコミュニケーシ
ョンを取ること。それが彼らが働くモチベーションに繋がると考えている。

事業者の評価

お客様に料理を提供するHさん

⽇本での仕事は、基礎から覚えてステップアップすること、あきらめずに努⼒する
ことが⼤切です。ここで働きながら学んだことを⽣かし、⽇本で落ち着いた雰囲
気のおしゃれなコーヒーショップを開くことを⽬標に頑張っています。

本⼈インタビュー

お客様の注⽂を受けるZさん

Hさん（⼥性・ミャンマー出⾝）
⺟国ミャンマーで⽇本語を専攻し、ミャン

マーにある⽇系ホテルで就労していた。現地
で特定技能の技能測定試験が実施された
ことがきっかけで、以前より憧れていた⽇本で
特定技能１号として就労を開始した。



【飲⾷店経営】
• 本社所在地︓⿃取県
• 従業員数︓157⼈
（特定技能の外国⼈は２名（ネパール））

• 事業内容︓⿃取県及び島根県で焼⾁店、ラーメン店、和⾷店など
を経営

• コストを掛けて募集しても⼈が集まらない、採⽤してもすぐ辞めてしま
うといった状況が続く中、外国⼈材の雇⽤を検討するようになった。

• 新卒では採⽤には⾄らなかったものの、その後特定技能の制度を
知り、継続的に働いてもらえる可能性が⽇本⼈より⾼いと考えて、
制度の活⽤を決めた。

• 特定技能外国⼈の採⽤では、調理経験の有無、受け答えや笑
顔の明るさをポイントに⾯談を⾏った。最初に採⽤した⽅は「ネパール
の⼤地震で⽇本から⽀援を受けたので、今度は⾃分が⽇本で働き
ながらボランティアをしたい」と話してくれたのが印象的で、採⽤時はそ
ういった⼈柄を含めて評価している。

受⼊れのきっかけ

Pさん（男性・ネパール出⾝）
留学ビザでの来⽇を⼀度断念したものの、特定技能制度を活⽤できないかと

考え、⽇本語の勉強を進める。その後技能測定試験に合格し、特定技能１号と
して和⾷飲⾷店にて就労。現在は調理業務を中⼼に、接客業務に挑戦中。

特定技能外国⼈の紹介

ネパールでは⽗のレストランを⼿伝っていましたが、⽇本の飲⾷店にはネパールに
はない様々なルールがあり、メモしたり料理の写真を撮ったりして勉強しまし た。
そうした⽇本のルールや真⾯⽬な働き⽅、あいさつなどの良い習慣を、私たち外
国⼈が学び、⽇本⼈と同じくらい仕事を頑張ることが⼤切だと思っています。今
は⽇本語能⼒試験N2レベルの合格を⽬指して、⽇本語の勉強にも⼒を⼊れ
ています。将来は特定技能２号に移⾏して、⽇本で働きながら、家庭を持ちた
いです。

• 現在特定技能外国⼈が担当しているのは、厨房での調理、接客、
料理の提供といった業務。⼈⼿が増えて⽇本⼈スタッフの負担が軽減
されたのはもちろんですが、本⼈たちの明るく愛嬌のあるキャラク
ターが、職場を元気にする良いアクセントになっている。

• 2⼈はどちらも素直な⼈柄で、仕事だけでなく⽇本語の習得にも意
欲的で、あらゆる⾯で「もっとできるようになりたい」という姿勢があり、あ
らためて良い⼈材を採⽤できたと実感している。

厨房での調理

10．外⾷業の特定技能外国⼈受⼊れ例⑦

本⼈インタビュー

事業者の概要

• 今後は、オーダー⽤の携帯端末やレジなど、⽇本語表記の機器を正確に操作す
る⼒をつけ、レジの締め、発注、ワークスケジュール管理なども習得させたい。

• 今働いている2⼈が特定技能2号に移⾏してくれれば、いずれ店舗全体の管理
を任せることも考えている。彼らと⻑く⼀緒に働きながら、それぞれの希望や特性に
合ったポジションを探していきたい。
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事業者の評価

接客するPさん

特定技能２号の移⾏について


